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令和５年第３回府中町議会定例会 

会 議 録（第１号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和５年６月２３日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和５年６月２３日（金） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１８名） 

   議長  梶 川 三樹夫 君    副議長  二 見 伸 吾 君 

   １番  川 上 翔一郎 君     ２番  宮 本   彰 君 

   ３番  西 山   優 君     ４番  狩 野 雄 二 君 

   ５番  坂 田 栄 一 君     ６番  田 中 伸 武 君 

   ７番  山 口 晃 司 君    １０番  西   友 幸 君 

  １１番  寺 尾 光 司 君    １２番  力 山   彰 君 

  １３番  三 宅 健 治 君    １４番  齋 藤   昇 君 

  １５番  益 田 芳 子 君    １６番  橋 井   肇 君 

  １７番  児 玉 利 典 君    １８番  木 田 圭 司 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名  

  ２ 会期の決定 

  ３ 諸報告 

    （１）議長報告 

    （２）常任委員会委員長報告  

    （３）議会運営委員会委員長報告 

    （４）議会報特別委員会委員長報告 

    （５）監査委員報告 

    （６）広島県後期高齢者医療広域連合議会議員報告 
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  ４ 町長報告 

   ・行政報告 

   ・報告第５号 専決処分の報告について 

   ・報告第６号 予算の繰越明許の報告について（一般会計） 

   ・報告第７号 府中町土地開発公社の経営状況について 

  ５ 第２７号議案 令和５年度府中町一般会計補正予算（第３号） 

  ６ 第２８号議案 府中町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

  ７ 第２９号議案 府中町税条例の一部改正について 

  ８ 第３０号議案 府中町老人ホーム入所判定委員会設置条例の制定について 

  ９ 第３１号議案 府中町火災予防条例の一部改正について 

 １０ 第３２号議案 工事請負契約の締結について 

 １１ 第３３号議案 工事請負契約の締結について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   齋 藤 哲 也 君 

      教 育 長   新 田 憲 章 君 

      総 務 企 画 部 長   増 田 康 洋 君 

      財 務 部 長   胡 子 幸 穂 君 

      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 

      町 民 生 活 部 長   森 本 雅 生 君 

      建 設 部 長   井 上 貴 文 君 

      消 防 長   新 宅 和 彦 君 

      教 育 部 長   榎 並 隆 浩 君 

      危 機 管 理 監   屋 敷   学 君 

      総務企画部次長兼情報管理課長   岩 﨑 雅 男 君 

      財 務 部 次 長 兼 財 政 課 長   中 本 孝 弘 君 

      福祉保健部次長兼高齢介護課長   藤 永 美 香 君 

      建設部次長兼職都市整備課長   礒 亀   智 君 

      消 防 次 長兼 消 防総 務課 長   橋 本 臣 彦 君 
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      政 策 企 画 課 長   土 井 賢 二 君 

      総 務 課 長   宮 脇 理 恵 君 

      管 財 課 長   正 木   伸 君 

      税 務 課 長   藤 田 正 明 君 

      福 祉 課 長   箱 田 進 一 君 

      子 育 て 支 援 課 長   塩 月 久美子 君 

      健 康 推 進 課 長   平 岡 直 美 君 

      下 水 道 課 長   岡 村 紀 行 君 

      建 築 課 長   原 田   司 君 

      区 画 整 理 課 長   長 岡 広 憲 君 

      予 防 課 長   相 田 興 範 君 

      教 育 総 務 課 長   藤 永 政 己 君 

      学 校 教 育 課 長   立 花 淑 子 君 

      社 会 教 育 課 長   竹 林 邦 彦 君 

      危 機 管 理 課 長   松 林   亮 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   森     太 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（梶川三樹夫君） それでは、改めまして皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１８名で定足数に達しておりますので、議会は成立いたして

おります。よって、令和５年第３回府中町議会定例会を開会いたします。 

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（梶川三樹夫君） 直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

てまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進
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めることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、１３番三宅議員、１４番齋藤議員を指名いたします。よろしくお願いいた

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第２、会期の決定を議題に供します。 

  本定例会の会期につきましては、案としてお手元に配付しておりますとおりです。 

  それでは、お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から６月２７日までの５日間といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議ないようでございますので、本定例会の会期は、本日

から６月２７日までの５日間と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第３、諸報告に入ります。 

  まず、議長報告を行います。 

  ３月定例議会以降は、５月２３日に東京国際フォーラムにおいて、令和５年度町村

議長研修会が開催され、出席をしております。内容は、「町村議会の課題と今後の展

望について」、「町村こそデジタルを」、「地方議会とハラスメント」といったテー

マで講習を受けております。この講習の資料は事務局にございますので、参考にして

いただければと思います。 

  続いて５月２５日に広島県町議長会定例会が開催され、任期満了に伴う役員の選任

をはじめ、人事案件の議題でした。安芸太田町、中本正広義議長が会長に、大崎上島

町、信谷俊樹議長が副会長に、神石高原町、橋本輝久議長が監事に、それぞれ決まり

ました。 

  次に、安芸郡４町の町議会議長連絡協議会についてですが、今年度は坂町が会長、

事務局となりますので、昨年度事務局を受け持っていた当町から引継ぎを行っており

ます。 

  以上で議長報告を終わります。 



- 5 - 

  次に、各常任委員会の委員長報告を行います。 

  総務文教委員会、山口委員長、お願いします。 

○７番（山口晃司君） 皆さんおはようございます。総務文教委員会の報告をさせてい

ただきます。 

  ３月定例会以降、４月１７日と５月２２日に委員会を、６月１２日に委員会と協議

会を開催しております。 

  ４月１７日の委員会では、開会前に異動に係る課長級以上の職員紹介を受け、また、

委員会を開会して町長と教育長の報告を受け、学校教育に関する事務調査として、今

年度の児童生徒数について報告を受けています。また、行政視察先への質問を委員に

伺っております。 

  なおコロナ禍の中、密を避けて本会議場で委員会を行っておりましたところ、この

日から従前どおり第１委員会室で開催いたしております。 

  ５月２２日の委員会におきましては、小学校におけるＩＣＴ授業等の状況及びコロ

ナ後の給食ということで、東小学校に現地踏査を行っております。 

  ６月１２日の委員会におきましては、町長と教育長の報告を受けた後、府中町子ど

もの読書活動推進計画について説明を受けております。 

  また、委員会に続いて、協議会を開催し、今定例会に向けた議案等の概要説明を受

けております。 

  また議員の皆様の机上にお配りしましたとおり、行政視察の出張報告の取りまとめ

を行っておりますので、参考にしていただければと思います。 

  なお、今回、本会議から当委員会への付託議案はございませんでした。 

  以上、簡単ではございますが、総務文教委員会の報告を終わります。  

○議長（梶川三樹夫君） 厚生委員会、木田委員長、お願いします。 

○１８番（木田圭司君） 皆さんおはようございます。厚生委員会の報告をさせていた

だきます。 

  令和５年３月定例会以降、４月１８日と５月８日に委員会を、６月１３日に委員会

並びに協議会を開催しております。 

  ４月１８日の委員会では、社会福祉に関する事務調査として、府中町第３次地域福

祉計画について説明を受けました。また、生活環境に関する事務調査として、府中町

ごみ処理基本計画について、令和５年度主要工事執行計画（下水道事業会計）につい
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て、工事請負契約変更の締結の報告について説明を受けました。 

  そのほか５月２４日から２６日に実施した行政視察の日程と視察内容について調整

を行っております。 

  ５月８日の委員会では、生活環境に関する事務調査として、府中町第２次環境基本

計画の改定（案）について説明を受けました。 

  ６月１３日の委員会では、生活環境に関する事務調査として、下水道事業会計分の

工事請負契約の締結の報告についてと、工事請負変更契約の締結の報告について説明

を受けております。 

  また、６月１３日の委員会では、行政視察の出張報告を取りまとめを行っておりま

す。皆様のお手元に配付いたしておりますので、御覧になっていただければと思いま

す。 

  そのほか６月定例会前ということで、協議会に切り替えて提出予定の案件について

説明を受けております。 

  なお、本会議から当委員会への付託案件はございませんでした。 

  以上で、厚生委員会の報告を終わります。ありがとうございました。 

○議長（梶川三樹夫君） 建設委員会、力山委員長、お願いいたします。 

○１２番（力山 彰君） 皆さん、おはようございます。建設委員会の報告をさせてい

ただきます。 

  令和５年３月定例会以降、４月１９日に委員会、６月１４日に委員会並びに協議会

を開催しております。また、５月８日から１０日にかけて行政視察を行っております。 

  ４月１９日の委員会では、建設事業に関する事務調査、都市計画に関する事務調査、

山陽本線連続立体交差及び向洋駅周辺再整備事業に関する事務調査に関し、３件の説

明がありました。 

  １つ目は、令和５年度主要工事執行計画について。２つ目の工事請負契約の締結の

報告については、府中町内県道・町道等維持補修の契約締結について。３つ目の工事

請負変更契約の締結の報告については、青崎２５号線道路改修工事の変更契約の締結

について説明がありました。 

  また、行政視察についても調整を行いました。 

  ６月１４日の委員会では、建設事業に関する事務調査に関し、工事請負契約の締結

の報告についてとし、道路新設改良工事（青崎２５号線）の契約締結について説明が
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ありました。 

  また、都市計画に関する事務調査として、出張報告の取りまとめを行っております。 

  ５月８日から１０日までの行政視察につきましては、出張報告にまとめ、皆さんの

お手元に配付いたしておりますので、御覧ください。 

  また、６月定例会前であるため協議会に切り替え、６月定例会に向けた案件の概要

説明を受けております。 

  なお、本会議から当委員会への付託議案はございませんでした。 

  以上で、建設委員会の報告を終わります。 

○議長（梶川三樹夫君） 議会運営委員会、西委員長、お願いします。 

○１０番（西 友幸君） 皆さんおはようございます。議会運営委員会の報告をさせて

いただきます。 

  議会運営委員会は、令和５年３月定例会の会期中３月１４日に開催し、予算特別委

員会の中で要求のあった、これ、ひとりの議員からあったんですが、他の分科会の所

掌に属する詳細な事項に関する質疑を行うことについては、分科会制度に基づき、各

分科会で審査を行うべきであることという結論に達しました。 

  他の分科会の所掌事項については質疑したい場合は、これまでどおりその分科会に

所属する委員に依頼することを確認しました。これらは予算特別委員会の中でも報告

をしております。 

  これ以降は、一昨日の６月２１日、委員会を開催しております。この日の委員会で

は本定例会の会期決定などを行っております。 

  このほか、議場における新型コロナウイルスの感染症対策の緩和についてというこ

とで、本定例会から議場等でのマスクの着用義務を解除を含め、対策の休止を決めて

おります。 

  また、長期欠席者に係る議員報酬の特例に関する調査、研究についても行っており

ます。委員会で決定した大まかな案を全員協議会などの機会があれば、議員の皆様に

またお示しできるかと考えております。 

  ほかに、政務活動費の収支報告書を来年度からホームページ上で公表することも決

定しております。 

  最後に３月の予算特別委員会で、寺尾委員から出された自分の所属しない分科会の

所掌事務に対して質問がしたいという要望については、ほぼ全委員が現行の分科会に
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よる審議が合理的という意見であり、３月１４日に決定した内容と同じく、従前の方

式を続けるということで決定しました。 

  以上、議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議長（梶川三樹夫君） 議会報特別委員会、橋井委員長、お願いします。 

○１６番（橋井 肇君） 皆さん、おはようございます。議会報特別委員会の報告をさ

せていただきます。 

  ３月定例会以降、議会報特別委員会は、３月２２日の定例会閉会後、４月４日、

４月１２日及び昨日６月２２日の４回開催しております。 

  ３月２２日の委員会では、議会だより（第１６９号）の執筆者や、発行までの日程

を確認しました。 

  ４月４日の委員会では、原稿の校正と写真調整を、４月１２日の委員会では、初校

により、見出しや記事内容などを校正しました。 

  また、昨日６月２２日の委員会では、今定例会の内容をお知らせする議会だより

（第１７０号）の編集に向けて、執筆者の決定や、発行までの日程調整などについて

協議いたしました。 

  以上で、議会報特別委員会の報告を終わります。 

○議長（梶川三樹夫君） 次に、監査委員報告をお願いします。 

  児玉監査委員。 

○１７番（児玉利典君） 皆さん、おはようございます。監査委員報告をさせていただ

きます。 

  監査は、府中町代表監査委員土井精二並びに監査委員児玉利典の２名で実施いたし

ました。 

  地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づく月例出納検査ですが、令和５年

２月分を３月１７日に、３月分を４月２０日に、４月分を５月１９日に実施しました。 

  検査の結果につきましては、お手元の配付資料のとおり、いずれも現金の出納事務

が適正に処理されていることを認めました。 

  以上、監査委員報告を終わります。 

○議長（梶川三樹夫君） 次に、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員報告をお願い

します。 

  木田議員。 
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○１８番（木田圭司君） 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員報告を行います。 

  令和５年３月定例会以降は広島県後期高齢者医療広域連合議会は開催されていませ

んので、報告事項はございません。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（梶川三樹夫君） 以上をもって諸報告を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第４に入る前に、理事者の入場のため、しばらく休憩い

たします。 

  １０時から再開をいたします。休憩。 

（休憩 午前 ９時５０分） 

 

（再開 午前１０時００分） 

○議長（梶川三樹夫君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第４、町長報告を行います。 

  最初に行政報告からお願いします。  

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 皆さん、おはようございます。  

  本定例会は、本日から２７日までの５日間の会期ということでございます。どうか

よろしくお願いいたします。 

  それでは町長報告の行政報告を行います。 

  令和４年度歳入歳出決算見込みの概要についてでございます。 

  令和４年度の歳入歳出決算について、令和５年５月３１日をもって出納閉鎖となり、

現時点での令和４年度歳入歳出決算の見込みを御報告いたします。 

  令和４年度一般会計歳入歳出決算は、歳入総額１９１億１２４万円、歳出総額

１８７億４８２万円で、翌年度へ繰り越すべき財源４，５７６万円を除き、３億

５，０６６万円の剰余金が生じる見込みとなっております。 

  財政調整積立基金については、取崩し額ゼロとなりまして、基金現在高は１６億

１，７００万円となる見込みです。前年度末と比較をして、１億５，０００万円の増

加となります。 
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  また、各特別会計及び下水道事業会計においても、適正な予算執行の結果、赤字決

算はございませんでした。 

  なお、詳細につきましては、９月議会での決算審査等において御説明をいたします。 

  よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） ただいまの行政報告に対して質問のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） ないようですので、行政報告を終わります。 

  続いて、報告第５号、専決処分の報告についてをお願いします。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 報告第５号 令和５年６月２３日提出。 

  専決処分の報告について。 

  府中町子ども・子育て会議設置条例等の一部を改正する条例について、地方自治法

法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和５年５月３１日

に次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

                              府中町長 佐藤信治 

  １枚めくっていただいて提案理由というのがあるんですけど、改正理由ですね、報

告ですから。こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に

伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

  補足説明は、福祉保健部長が行います。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） おはようございます。福祉保健部長です。  

  府中町子ども・子育て会議設置条例等の一部改正について、補足して説明いたしま

す。 

  報告第５号参考資料を御覧ください。 

  今回の専決処分の報告につきましては、府中町議会の委任による長の専決処分事項

の指定について第１項に規定する条例の改廃で、法令の改廃に伴い引用する条番号等

若しくは語句又は条文の整理を行い、かつ、町独自の判断を伴わない条例を定めるこ

とに該当するものであることから、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処

分により改正し、同条第２項の規定により議会に報告するものです。 
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  １、改正の趣旨です。 

  令和５年４月１日にこども家庭庁が設置され、厚生労働省等関係省庁からこども家

庭庁に所掌事務が移管されました。こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備

に関する法律（令和４年法律第７６号）の施行に伴い、条例の一部を改正するもので

す。 

  ２、改正事項の概要です。 

  法律の施行に伴い、関連規定及び引用する条項番号を整理するものです。  

  第１条による改正は、府中町子ども・子育て会議設置条例の一部改正で、子ども・

子育て支援法第７２条から第７６条までが削除されたことにより、引用する条番号を

整理するものです。 

  第２条による改正は、府中町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正で、子ども・子育て支援法第１９条第２項が削除

されたことにより、引用する条番号を整理するものです。  

  第３条による改正は、府中町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正で、所掌事務が厚生労働省からこども家庭庁に移管されたことによ

り、厚生労働大臣を内閣総理大臣に改めるものです。 

  ３、施行期日は公布の日です。 

  ４、専決処分年月日は令和５年５月３１日です。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） 続いて、質問に入ります。 

  質問のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） ないようでございますので、本件についての報告を終わりま

す。 

  次に参ります。 

  続いて、報告第６号、予算の繰越明許の報告について（一般会計）を行います。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 報告第５号 令和５年６月２３日提出。 

  予算の繰越明許の報告について（一般会計）。 

  令和４年度府中町一般会計予算の繰越明許費繰越計算書を調製したので、地方自治
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法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。  

                              府中町長 佐藤信治 

  補足説明は財務部長が行います。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  財務部長。 

○財務部長（胡子幸穂君） おはようございます。財務部長です。  

  報告第６号、予算の繰越明許の報告について（一般会計）を補足して説明します。 

  本報告は、令和４年度一般会計補正予算、第６号・１２月補正、第７号・３月補正

において議決をいただいた繰越明許費について、今年度に入り、翌年度繰越額が確定

したので、その内容について報告するものです。 

  それでは裏面を御覧ください。 

  令和４年度繰越明許費繰越計算書です。 

  表の左側の列から款、項、事業名と表示し、次の金額は、１２月補正と３月補正で

繰越額として議決いただいている金額です。次の列の翌年度繰越額が今回報告する確

定した繰越額になります。さらに右側の列は、その財源内訳となっております。 

  それでは、事業ごとに説明します。 

  款  総務費、項  総務管理費、総合行政情報システム構築事業は、２８０万

５，０００円の繰越しです。 

  税の収納において、地方税共通納税システムに対応するシステム改修を実施してい

るところですが、再発行分の納付書へのＱＲコード付設について協議に時間を要した

ことから繰越しを行いました。 

  システム改修は令和５年６月上旬に完了し、現在運用を開始しています。 

  款 衛生費、項 保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業は、

１，１２２万１，０００円の繰越しです。 

  新型コロナのワクチン接種については、令和５年度に引き続く円滑な接種体制を継

続するため、４月から５月末までに見込まれる必要経費について、繰越しを行いまし

た。 

  なお、国の新たな指針による令和５年度のワクチン接種の事業費については、４月

の専決補正予算第１号及び本定例会に上程している補正予算第３号に計上しています。 

  続いて、協働型環境づくり事業は、４５９万６，９００円の繰越しです。  
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  現在実施中の第２次環境基本計画の中間見直しにおいて、広島県が３月末に改定を

行った第３次広島県地球温暖化防止計画との整合を図る必要があるため、年度内の完

了が見込めず繰越しを行いました。 

  事業の完了見込みは、令和５年７月末です。 

  続いて、低炭素型まちづくり事業は、１６２万９，６００円の繰越しです。  

  現在策定中の第４次地球温暖化対策実行計画においても、先ほどの第２次環境基本

計画と同様に、県の計画との整合を図る必要があるため、年度内の完了が見込めず繰

越しを行いました。 

  事業の完了見込みは、令和５年９月末です。 

  項 清掃費、廃棄物適正処理推進事業は８２万５，０００円の繰越しです。  

  一般廃棄物組成調査業務において、データ収集場所の選定や分析方法等について協

議に時間を要したため、年度内の完了が見込めず繰越しを行いました。 

  令和５年４月に事業は完了しています。 

  款 土木費、項 道路橋りょう費、道路新設改良事業は、１，７８５万円の繰越し

です。 

  内容は、工事２件です。 

  １件目の工事は、鹿籠１４号線道路改良工事で３８５万円の繰越しです。地権者と

の協議に時間を要したため、年度内の完了が見込めず繰越しを行いました。 

  令和５年５月に工事は完了しています。 

  ２件目の工事は、青崎２５号線道路改良工事で１，４００万円の繰越しです。  

  本工事は、国の補正予算に合わせ、３月補正で事業費を計上したもので、年度内の

完了が見込めず繰越しを行いました。 

  工事の完了見込みは、令和６年２月中旬です。  

  続いて、補助街路整備事業は、５，８５４万３，８９４円の繰越しです。  

  みくまり１４号線道路改良工事において、令和４年度施行分について、電柱の移設

が遅れたことから、年度内の完了が見込めなくなったこと、令和５年度施行分につい

て、国の補正予算に合わせ３月補正に前倒しして事業費を計上したため、年度内の完

了が見込めなくなったことから併せて繰り越しを行いました。  

  事業の完了見込みは令和５年９月末ですが、令和４年度施行分である新宮橋架け替

え工事については６月末に完了の見込みです。また、部分使用の手続により、５月中



- 14 - 

旬に新しい橋の通行は可能となっています。 

  項 都市計画費、向洋駅周辺土地区画整理事業は、４億７，２８３万８４９円の繰

越しです。 

  本事業の物件移転補償費について、国の補正予算に合わせ、３月補正で事業費を計

上したため、年度内の完了が見込めず繰越しを行いました。 

  事業の完了見込みは、令和６年３月末です。 

  続いて、広島市東部地区連続立体交差事業は、１億４，７８４万５，０３２円の繰

越しです。 

  本事業の事業主体である広島県が、府中町域の仮線工事等において、事業推進のた

め事業量を追加し繰越しを行ったことから、町の負担金についても繰越しを行いまし

た。 

  事業の完了見込みは、令和６年３月末です。 

  項 排水路費、水路改良等事業は１，３９４万円の繰越しです。  

  町内５か所の水路について、出水期までのしゅんせつ・補修工事が必要であるため、

３月補正で予算計上し、年度内の完了が見込めないことから繰越しを行いました。 

  令和５年６月に事業は完了しています。 

  款 教育費、項 社会教育費、放課後児童クラブ（留守家庭児童会）整備事業は、

９７７万９，０００円の繰越しです。 

  府中南小学校区留守家庭児童会の施設改修工事について、１０月実施の入札が不調

となったことから、一部設計の見直しを行い、工期等を変更した上で再度入札となり

ました。当初３月末までとしていた工期を延伸したことから、年度内の完了が見込め

ず繰越しを行いました。 

  令和５年６月に事業は完了しています。 

  補足説明は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 続いて、質問に入ります。 

  質問のある方。 

  １０番西議員。 

○１０番（西 友幸君） 向洋駅の土地区画整理事業におきまして、Ｉ医院の今年度強

制執行するという話を伺ってるんですが、あれから大分質問はしてなかったんですが、

どの程度進んでるんか。そこら辺をちょっとお聞かせください。よろしくお願いしま
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す。 

○議長（梶川三樹夫君） 区画整理課長。 

○区画整理課長（長岡広憲君） 区画整理課長です。 

  向洋駅周辺土地区画整理事業ですけれども、令和５年３月末現在でですね、ＪＲの

山陽本線から北側はほぼ整備が完了しております。現在は南側につきまして、連立事

業とですね、足並みそろえて調整しながら整備中です。 

  それで今現在の宅地の整備率ですけれども、令和５年３月末現在で約７７％整備が

完了しております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  １０番西議員。 

○１０番（西 友幸君） 今、南側において今何％ぐらいいってますか、駅の南側。 

○議長（梶川三樹夫君） 区画整理課長。 

○区画整理課長（長岡広憲君） 区画整理課長です。 

  南側で約３分の２ぐらい、株式会社マツダの病院棟と、入院棟ありますけれども、

あれを含めれば、もう３分の２以上は終わっております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  １４番齋藤議員。 

○１４番（齋藤 昇君） ちょっとかぶるかも分からんのですが、今、仮線路、この件

で御案内があったとは思うんですが、今の説明で仮線路のほうが僕はちょっと理解で

きないんで、もう少し詳しくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） 建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 建設部長です。 

  今回の報告第６号については、国の補正予算等による物件移転補償に関する繰越額

を計上しております。今御質問のありました連立の今後の進捗及び直接施行に関する

今後の町の方針につきましては、また機会をもちまして御説明のほうをさせていただ

きたいと思います。今回の報告はあくまでも、この繰越額に関する報告でございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 
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  ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） ほかにないようでございますので、本件についての報告を終

わります。 

  次に参ります。 

  続いて、報告第７号、府中町土地開発公社の経営状況についてをお願いします。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 報告第７号 令和５年６月２３日提出。 

  府中町土地開発公社の経営状況について。 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、府中

町土地開発公社の経営状況を次のとおり報告する。 

                              府中町長 佐藤信治 

  補足説明は総務企画部長が行います。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（増田康洋君） おはようございます。総務企画部長です。  

  報告第７号、府中町土地開発公社の経営状況についてに関し、補足して説明いたし

ます。 

  府中町土地開発公社では、令和５年度予算に関し、令和５年３月３０日に、また令

和４年度決算に関し、令和５年５月２３日にそれぞれ理事会を開催し、議決を受けて

います。 

  それではまず、令和４年度決算から御説明いたします。 

  ２ページをお願いいたします。 

  令和４年度に行った事業の概況が記載されています。 

  １、総括の（１）は、保有土地賃貸事業です。 

  公社保有土地の一部３５２．５平方メートルについて、広島市東部地区連続立体交

差事業に係る工事用資機材置場として業者に貸付けを行い、７８万６，０７２円の収

益がありました。 

  （２）は、当年度末公有地保有状況です。  

  土 地 の 売 買 は な か っ た こ と か ら 、 前 年 度 と 比 較 し 、 面 積 の 増 減 は な く 、
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３，４２３．０２平方メートル。金額にして７億３，３９８万７００円となっていま

す。 

  ３ページお願いします。 

  貸借対照表です。 

  まず資産の部です。 

  １、流動資産の（１）現金及び預金は４２３万４，３６１円となっています。  

  （３）公有用地は、先ほど御説明したとおり、７億３，３９８万７００円となって

います。 

  ２、固定資産です。 

  （２）無形固定資産のソフトウエア１７万８，２００円は、平成３０年度に購入し

た公社財務システムの減価償却後の残存価格です。 

  （３）投資その他の資産の長期性預金５００万円は、基本財産としての町からの出

資金です。 

  資産合計は、７億４，３３９万３，２６１円となっています。 

  次に、負債の部です。 

  １、流動負債の（１）預り金は、今後納付を行うものですが、役員報酬に係る源泉

所得税で１，３６０円となっています。 

  ２ 、 固 定 負 債 の （ １ ） 長 期 借 入 金 は 金 融 機 関 か ら の 借 入 金 残 高 で 、 ５ 億

８，１０１万２，０００円となっています。 

  負債合計は５億８，１０１万３，３６０円となっています。 

  次に資本の部です。 

  １、資本金の（１）基本財産５００万円は、町からの出資金で、先ほどの資産の部、

２、固定資産の（３）投資その他の資産における長期性預金と同額となっています。 

  ２、準備金の（１）前期繰越準備金は、令和３年度からの繰り越した金額を計上し

ており、１億５，７１９万１，３７７円となっています。  

  （ ２ ）当 期 純利益 は 、 当 期の 損 益計算 上 の 利 益を 計 上した も の で 、１ ８ 万

８，５２４円となっています。 

  資本合計は、１億６，２３７万９，９０１円となっています。 

  さ ら に 負 債 の 部 と 資 本 の 部 を 合 わ せ た 負 債 資 本 合 計 は ７ 億 ４ ， ３ ３ ９ 万

３，２６１円となっており、資産の部合計額と一致しております。  
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  続いて４ページ、５ページは、財産目録ですが、３ページ、貸借対照表の内訳を記

載したものですので、説明は省略いたします。 

  ６ページをお願いします。 

  キャッシュ・フロー計算書です。 

  当書類は３ページ、貸借対照表の資産の部、１、流動資産の（１）現金及び預金

４２３万４，３６１円の内訳を示すものとなっています。  

  １、事業活動によるキャッシュ・フローです。 

  公有地取得事業支出は、支払利息でマイナス７２万６，５６０円。附帯事業支出は、

保有土地賃貸事業に係る公租公課と敷金の返還金で、マイナス３８万２，３９２円を

計上しています。 

  その他事業収入は、保有土地の賃貸事業収入で、７８万６，０７２円。人件費支出

は、役員報酬でマイナス５万２，６６０円。その他業務支出は、公社財務システム保

守などの事務費で、マイナス１５万４５０円をそれぞれ計上しています。  

  預金に係る利息の受取額１，３０２円を加算した事業活動によるキャッシュ・フロ

ー計はマイナス５２万４，６８８円を計上しています。 

  ３、財務活動によるキャッシュ・フローです。 

  長期借入れによる収入が３億６，２０１万２，０００円、長期借入金の返済による

支出がマイナス３億６，２０１万２，０００円、差引き財務活動によるキャッシュ・

フロー計はゼロとなっています。 

  ４、現金及び現金同等物増加額または減少額は、１と３の合計でマイナス５２万

４，６８８円を計上しています。 

  ５の現金及び現金同等物期首残高、すなわち前年度決算における期末残高４７５万

９ ， ０ ４ ９ 円 と 、 ４ と の 合 計 が ６ の 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 で ４ ２ ３万

４，３６１円を計上しています。 

  ７ページをお願いします。 

  損益計算書です。 

  当書類は、３ページ、貸借対照表の資本の部、２、準備金の（２）当期純利益

１８万８，５２４円の内訳を示すものとなっています。  

  １、事業収益の（２）附帯等事業収益は、保有土地の賃貸事業収入で、７８万

６，０７２円を計上しています。 
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  ２、事業原価の（２）附帯等事業原価は、固定資産税などの公租公課で、１５万

７，８００円を計上しています。 

  ３、販売費及び一般管理費は、役員報酬や減価償却費などで、４４万１，０５０円

を計上しています。 

  ４、事業外収益は預金に係る受け取り利息で１，３０２円を計上しています。  

  損益の集計は１８万８，５２４円となり、同額を当期純利益として計上しています。  

  ８ページから１３ページは、ただいま御説明いたしました決算に係る附属明細書と

なっています。参考にしていただければと思います。 

  それでは続きまして、令和５年度予算について御説明をいたします。 

  １４ページからが令和５年度の予算書となっています。 

  １５ページをお願いします。 

  第２条、事業計画の１、公有地売却事業は計上がありません。  

  ２、附帯等事業として、保有土地賃貸等事業を計上しています。  

  １６ページをお願いします。 

  第３条は、収益的収入及び支出です。 

  事務的な経費などを計上しています。 

  １７ページをお願いします。 

  第４条は、資本的収入及び支出です。 

  長期借入れに係る経費などを計上しています。 

  １８ページをお願いします。 

  第５条は、長期借入金に係る目的や限度額などを記載をしています。  

  １９ページをお願いします。 

  第６条は、資金計画です。 

  第３条、第４条に計上した金額などを、受入れ・支払い別に計上しています。  

  受入れ資金が１，１４６万４，０００円。支払い資金が２７２万４，０００円、差

引き８７４万円となっています。 

  補足説明は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 続いて、質問に入ります。 

  質問のある方。 

  ２番宮本議員。 
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○２番（宮本 彰君） ２番宮本です。 

  長期借入金のところでですね、広島市信用組合府中支店から呉信用金庫安芸支店の

ほうに借換えみたいな形になっておりますけど、何か理由があれば教えていただきた

い。 

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  都市整備課長兼職次長。 

○建設部次長兼職都市整備課長（礒亀 智君） 都市整備課長兼職次長です。 

  宮本議員の御質問に対して答弁いたします。  

  今の借入れにつきましては、３年定期となっておりますので、３年が来ましたので

その借換えを行ったものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  宮本議員。 

○２番（宮本 彰君） 宮本です。 

  定期が３年満期だからっていうのは分かるんですけども、これなぜ銀行が変わった

かっていうのは、継続とかっていうのはなかったんですか。 

○議長（梶川三樹夫君） 都市整備課長兼職次長。 

○建設部次長兼職都市整備課長（礒亀 智君） 都市整備課長兼職次長です。 

  公社では借換えの際はその都度銀行、今回５行についてですね、競争いたしまして

その率をもって借換えをしておりますので、一番率が低かった呉信用金庫のほうに借

換えを行ったという経緯でございます。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） ほかにないようですので、本件についての報告を終わります。  

  以上で、町長報告を終わります。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第５、第２７号議案、令和５年度府中町一般会計補正予
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算（第３号）を議題に供します。 

  本案について、理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 第２７号議案 令和５年６月２３日提出。 

  令和５年度府中町一般会計補正予算（第３号）。 

  令和５年度府中町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億６，１４１万４，０００円

を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ９ ７ 億 ２ ， ４ ８ ３ 万

６，０００円とする。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

                              府中町長 佐藤信治 

  補足説明は財務部長が行います。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  財務部長。 

○財務部長（胡子幸穂君） 財務部長です。 

  第２７号議案、令和５年度府中町一般会計補正予算（第３号）について、補足して

説明します。 

  それでは、第１条、歳入歳出予算の補正について、歳入歳出補正予算事項別明細書

により説明します。 

  ６ページをお願いします。 

  歳入です。 

  款 国庫支出金、項 国庫負担金、目 衛生費国庫負担金、新型コロナウイルスワ

クチン接種対策費負担金は、歳出・衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確

保事業の特定財源で７，５７１万３，０００円の増額補正です。ワクチン接種そのも

のに要する経費に対する負担金で、負担率は１０分の１０です。 

  項 国庫補助金、目 民生費国庫補助金、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
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は、歳出・民生費、福祉事務所一般事務事業の特定財源で、１２５万２，０００円の

増額補正です。補助率は２分の１です。 

  続いて、就学前教育・保育施設整備交付金は、歳出・民生費、保育所等創設助成事

業の特定財源で、１，４３４万９，０００円の増額補正です。補助率は一部２分の１、

一部３分の２です。 

 目 衛生費国庫補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、

歳出・衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の特定財源で、

６，９１３万５，０００円の増額補正です。ワクチン接種事業の事務費に係る補助金

で、補助率は１０分の１０です。 

 目 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金は、コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直面する生活

者や事業者の負担を軽減し、支援する事業が対象とされる交付金で、７，５３７万

５，０００円の増額補正です。民生費、教育費に所要の事業費を計上しています。補

助率は１０分の１０です。なお、名称が長いため、これ以降コロナ交付金と省略しま

す。 

  款 繰入金、項 基金繰入金、目 財政調整積立基金繰入金、財政調整積立基金か

らの繰入金は、本補正予算に必要な一般財源を措置するもので、１，８４９万円の増

額補正です。 

  款 諸収入、項 雑入、目 雑入、宝くじコミュニティ助成金（自治振興課）は歳

出・総務費、地域コミュニティ活動支援事業の特定財源で、４１０万円の増額補正で

す。 

  ７ページです。 

  続いて、宝くじコミュニティ助成金（消防本部）は、歳出・消防費、常備消防活動

事業及び消防団活動事業の特定財源で、１４０万円の増額補正です。 

  いずれも一般財団法人自治総合センターの助成事業として、１０分の１０の助成金

の交付決定を受けたものです。 

  款 町債、項 町債、目 民生債、保育所等創設助成事業債は、歳出・民生費、保

育所等創設助成事業の特定財源で１６０万円の増額補正です。起債充当率は８０％で

す。 

  ８ページから歳出です。 
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  款 総務費、項 総務管理費、目 一般管理費、地域コミュニティ活動支援事業は、

４１０万円の増額補正です。町内会からの申請に基づき、一般財団法人自治総合セン

ターにコミュニティ活動備品の申請を行い、コミュニティ助成事業として助成金の交

付決定を受けたことから、コミュニティ活動の活性化を図るための町内会地域活動促

進事業補助金を増額するものです。対象は２つの町内会です。柳ケ丘第５町内会が

２００万円、千代東町内会が２１０万円です。内容は、いずれも町内会集会所の会議

用の机、椅子等の家具類、テレビ等の電化製品、備品等を収納するための物置などと

なっております。特定財源として、宝くじコミュニティ助成金を全額充当します。 

  目 人事管理費、職員給与費事業（人事管理費）は、１，７２４万７，０００円の

増額補正です。中途退職者１名分の退職手当を増額するものです。  

  ９ページです。 

  款 民生費、項 社会福祉費、目 社会福祉総務費、福祉事務所一般事務事業は、

２５０万６，０００円の増額補正です。生活保護費の保護費基準見直し及び被保護者

調査に関する調査項目の追加に対応するため、システムの改修を行うものです。特定

財源として国庫補助金を充当します。 

  目  老人福祉費、高齢者福祉施設原油価格・物価高騰対策支援金給付事業は、

３，５２０万２，０００円の増額補正です。 

  昨年度に引き続き、原油価格・物価高騰による影響を受ける町内の介護サービス事

業者を支援するため、支援金を給付します。対象は町内で介護サービス事業を行う通

所施設２１施設、入所施設２３施設で、通所施設は１人当たり月額１，２００円。入

所施設は、１人当たり月額３，５００円を各施設の定員数に応じて給付します。給付

対象期間は令和５年４月から令和６年３月までの１年間です。 

  なお、広島市及び安芸郡３町でも同様の支援を行います。 

  特定財源としてコロナ交付金を全額充当します。 

  目  障害福祉費、障害者福祉施設原油価格・物価高騰対策支援金給付事業は、

６８５万円の増額補正です。 

  高齢者福祉施設と同様に、町内の障害者福祉サービス事業者を支援するため支援金

を給付します。対象は町内で障害福祉サービス事業を行う通所施設２６施設、入所施

設６施設で、通所施設は１人当たり月額１，２００円、入所施設は１人当たり月額

３，５００円を各施設の定員数に応じて給付します。  
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  給付対象期間は令和５年４月から令和６年３月までの１年間です。 

  なお、広島市及び安芸郡３町でも同様の支援を行います。 

  特定財源として、コロナ交付金を全額充当します。 

  １０ページです。 

  項  児童福祉費、目  児童福祉総務費、保育所等創設助成事業は、１，６２４万

８，０００円の増額補正です。 

  当該事業の国庫補助金である就学前教育・保育施設整備交付金が令和５年４月１日

付で改定され、交付基準額が増額となったことにより、保育所等施設整備補助金を増

額するものです。 

  当該補助金の総額は、当初予算２億１，１７３万９，０００円から補正後の額は

２億２，７９８万７，０００円となります。 

  特定財源として国庫補助金及び町債が充当されます。 

  目 保育所費、保育施設等給食費補助事業は、１，１１４万１，０００円の増額補

正です。 

  昨年度から続く原油価格・物価高騰の影響を受ける町内保育施設等の安定的な給食

の実施に当たり、保護者の負担が増加することのないよう、保育施設等に対して補助

金を給付するものです。 

  対象施設は、町内の保育所６、認定こども園１、地域型保育事業所４、新制度移行

の幼稚園１の合計１２施設で、児童１人当たり月額で副食費６１０円、主食３０円、

合計で月額６４０円を、各施設の在籍児童数に応じて給付します。給付対象期間は令

和５年４月から令和６年３月までの１年間です。 

  なお、広島市、海田町など近隣市町でも同様の支援を行います。  

  特定財源としてコロナ交付金を全額充当します。 

  続いて、保育施設原油価格・物価高騰対策支援金給付事業は、４７９万円の増額補

正です。 

  昨年度に引き続き、原油価格・物価高騰の影響を受ける町内の保育施設を支援する

ため支援金を給付します。 

  対象施設は町内の保育所６、認定こども園１、地域型保育事業所４、新制度移行幼

稚園１に加えて、認可外保育所４の合計１６施設で、児童１人及び職員１人当たり年

額２，５００円を、各施設の在籍児童数及び職員数に応じて給付します。  



- 25 - 

  なお、広島市、海田町など近隣市町でも同様の支援を行います。 

  特定財源としてコロナ交付金を全額充当します。 

  １１ページです。 

  款 衛生費、項 保健衛生費、目 予防費、新型コロナウイルスワクチン接種体制

確保事業は、１億４，４８４万８，０００円の増額補正です。令和５年度分のワクチ

ン接種について必要な経費を計上しています。 

  令和５年度の新型コロナウイルスのワクチン接種については、先ほど報告した令和

４年度からの繰越明許費及び４月２０日に専決し、５月１６日の臨時議会で承認いた

だいた補正予算（第１号）に５月までの事業費を計上しているところです。本補正予

算では、６月以降の事業費を計上しております。 

  接種人数は個別接種約２万４，０００人、集団接種４，８００人を見込み、ワクチ

ン接種委託料のほか、コールセンターや集団接種会場の運営委託料、予約管理システ

ムに要する経費等の事務費を合わせて計上しています。 

  特定財源として全額国費が充当されます。 

  令和５年度の新型コロナウイルスのワクチン接種は、５月開始の春接種と９月開始

の秋接種の２種類があり、春接種の対象者は、６５歳以上の高齢者、基礎疾患等のあ

る者、医療機関等の従事者等で約１万２，０００人です。４月の後半から接種券の送

付を開始しております。秋接種の対象者は、１・２回目の接種を終了し、かつ最終接

種日から３か月以上経過した者で、５歳以上の全ての人が対象です。人数は約２万

１，０００人を見込んでいます。秋接種については、８月以降順次接種券を発送する

予定です。 

  １２ページです。 

 款 消防費、項 消防費、目 常備消防費、常備消防活動事業は、４０万円の増額補

正です。 

  一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、防火思想の普及

啓発活動を目的に、幼年消防隊用活動資機材、鼓笛隊セットを購入し、幼年消防クラ

ブを結成している町内の保育園・幼稚園に交付するものです。今回の交付先は府中ひ

かり幼稚園です。 

  特定財源として宝くじコミュニティ助成金が全額充当されます。 

 目 非常備消防費、消防団活動事業は、１００万円の増額補正です。  
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  一般財団法人自治総合センターの地域防災組織育成事業を活用し、地域防災力の充

実強化として、消防団活動備品を整備するものです。整備する備品は、まず消火栓訓

練用機器です。これは防火水槽や池のような水圧のかからない水源から給水し、道路

上にある地下式消火栓、これは水圧のかかる水源となりますが、この道路上の消火栓

を使用するような訓練ができる機器です。実際の火災対応のほとんどは、地下式消火

栓を活用した活動ですので、より実戦に近い訓練が実施できる機器です。この消火栓

訓練用機器が１台、それに加えて、消防ホース１５本を整備します。 

  特定財源として、宝くじコミュニティ助成金が全額充当されます。 

  １３ページです。 

  款  教育費、項  小学校費、目  学校管理費、小学校管理運営事業は、２０５万

７，０００円の増額補正です。 

  府中南小学校の学校事務職員においては、当初、県費職員２名の配置を見込んでお

りましたが、１名のみの配置となったため、町費職員１名分を増額補正するものです。 

  続いて、小学校給食食材調達事業は、１，２５３万６，０００円の増額補正です。 

  昨年度からの食料品等価格の高騰により、学校給食においても食材等の高騰の影響

を受けていることから、保護者の負担増を求めることなく、十分な栄養バランスや量

を保った給食を安定的に提供するため、食材購入のための賄い材料費を増額するもの

です。消費者物価指数の上昇率などを基に、小学校児童１食当たり２０円を増額分と

して追加します。 

  対象期間は令和５年４月から令和６年３月までの１年間です。 

  特定財源としてコロナ交付金を全額充当します。 

  １４ページです。 

  項 中学校費、目 学校管理費、中学校管理運営事業は、２３６万７，０００円の

減額補正です。 

  府中中学校の学校事務職員においては、当初、県費職員は１名のみの配置が見込ま

れたため、町費職員１名を追加で配置をする予定としていましたが、県費職員が２名

配置となったため、町費職員配置分を減額補正するものです。 

  続いて、中学校給食食材調達事業は、４８５万６，０００円の増額補正です。  

  小学校と同様に、中学校の学校給食においても、食材等の高騰の影響を受けている

ことから、保護者の負担増を求めることなく、十分な栄養バランスや量を保った給食
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を安定的に提供するために、食材購入のための賄い材料費を増額するものです。消費

者物価指数の上昇率などを基に、中学校生徒１食当たり２２円を増額分として追加し

ます。 

  対象期間は令和５年４月から令和６年３月までの１年間です。 

  特定財源としてコロナ交付金を全額充当します。 

  次に、第２条、地方債の補正について、第２表、地方債補正により説明します。  

  ３ページにお戻りください。 

  第２表 地方債補正。変更です。 

  起債の目的、保育所等創設助成事業の限度額は、補正前が１，９７０万円、補正後

が２，１３０万円です。起債の方法、利率、償還の方法については、いずれも変更は

ありません。 

  補足説明は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） ここでしばらく休憩といたします。 

  再開は、１１時１０分からといたします。休憩。 

（休憩 午前１０時５７分） 

 

（再開 午前１１時１０分） 

○議長（梶川三樹夫君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 先ほどの説明に対し、質疑を行います。 

  質疑は歳出から、ページごとに行います。 

  ８ページの歳出について質疑ございますか。 

  １０番西議員。 

○１０番（西 友幸君） すみません、歳入でもやりたいんですが、コロナワクチンの

助成がありますよね。 

○議長（梶川三樹夫君） ８ページです。 

○１０番（西 友幸君） ８ページ。 

○議長（梶川三樹夫君） 歳出の８ページ。 

○１０番（西 友幸君） 歳出なんじゃけど。ごめんごめん、８ページやね、すいませ

ん。 



- 28 - 

○議長（梶川三樹夫君） ほかに８ページでございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、９ページございますか。 

  １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） 確認なんですけど、高齢者と障害者の福祉施設にそれぞれ物

価高騰対策ということで支援金を交付するということです。それで説明では、それぞ

れの定員に金額を掛けたものを交付するというふうに聞こえたんですが、例えば町内

施設に広島市の住所ある人とか、そういった場合はどうなるのかということとか、あ

と定員が欠けている場合ですね、定員いっぱいになってない場合についてどうなのか、

ちょっとその２点。 

  それと、逆に広島市の施設のほうへ府中町の方がおられる場合は、それは市のほう

からも給付になるのかどうかいうのも併せて教えてください。 

○議長（梶川三樹夫君） 福祉保健部次長。 

○福祉保健部次長兼高齢介護課長（藤永美香君） 福祉保健部次長兼職高齢介護課長で

す。 

  ただいまの寺尾議員の御質問についてお答えいたします。 

  定員ということですので、当町で補助を行う際には、その施設の中の定員に対して

行うものであって、広島市にお住まいであるか、府中町でお住まいであるかというと

ころには特筆するものがございません。ですので、定員数に応じて、利用率がなくて

もお出しするという形にしております。広島市とか２３市町それぞれが、同じような

給付を行っておりまして、当町のような定員数を基にした自治体もございますし、利

用数に応じてお出しするという自治体もございます。 

  以上でございます。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、１０ページでございますか。 

  １５番益田議員。 

○１５番（益田芳子君） 益田です。 

  保育施設の給食費補助について、ここでは認可外は入っていなかったようなんです
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が、理由について伺います。 

○議長（梶川三樹夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（塩月久美子君） 子育て支援課長です。  

  物価高騰につきましては認可外を入れているんですけれども、給食費については認

可外は対象となっておりません。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） １５番益田議員。 

○１５番（益田芳子君） 益田です。その理由っていうのは何かありますか。  

○議長（梶川三樹夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（塩月久美子君） 子育て支援課長です。 

  認可外については給食がありませんので、給食のある施設ということで認可外は含

まれておりません。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） ほかにございますか。 

  ６番田中議員。 

○６番（田中伸武君） 同じようなところですけれども、新制度幼稚園に対しては今の

給食の補助はあるけども、そうでないところはないいうことでしたけども、制度に関

係なしに幼稚園も延長保育とか給食やら弁当やら出しとるとこもあると思うんですけ

ど、そこの根拠の違いいうのはどういうことですか。 

○議長（梶川三樹夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（塩月久美子君） 子育て支援課長です。 

  新制度の移行幼稚園といいますのは、町のほうで施設型給付費を支給しているんで

すけれども、施設型給付費について支給している園については対象としておりますが、

幼稚園でもその新制度移行していない幼稚園につきましては、対象となっていないっ

ていうことになっております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） 財務部長の説明の中にもあって、今も説明があったんですが、
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新制度移行幼稚園とはどういうものですか。言葉の意味を説明してください。どうい

うところが、該当しているのかいうのも教えてください。 

○議長（梶川三樹夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（塩月久美子君） 子育て支援課長です。 

  新制度移行幼稚園の定義、ちょっとごめんなさい。 

○議長（梶川三樹夫君） 福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 新制度の幼稚園っていうのは、平成２７年に子ども・

子育て支援法が変わりまして、今まで幼稚園は文科省の中で、広島県の補助を受けな

がら、独自で入学金とか、その幼稚園の月々の月謝とかを独自でされていたんですけ

れども、新制度幼稚園というのは府中町のほうで料金も全部、保育所と同じように設

定しておりまして、毎月、府中町から補助していて、府中町がその施設に対してもい

ろいろ指導とかができるというもので、府中町内で今のところ１園だけが新制度にな

っております。これから移行したいという意向等も各幼稚園から聞いておりますので、

増えてはいくとは思いますが、現在のところ１園、残りの園は、今までどおり広島県

の補助を受けながら、文科省の下でされている幼稚園ということになっております。  

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） つばめ幼稚園のことを言っておる、どこですかね。具体的な

名称を教えてください。 

○議長（梶川三樹夫君） 福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 福祉保健部長です。 

  つばめは認定こども園ですので、幼稚園と保育園が一緒になっておりまして、移行

制度の幼稚園は今のとこ桃山幼稚園さんが移行されております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  ６番田中議員。 

○６番（田中伸武君） 制度の違いって、いわゆる保育所に近いいうことですかね、町

が措置、措置と違うんだろうけど、措置に近いような形の幼稚園なのかなと思うんで

すけども、基本は府中町の保育園児・幼稚園児はみんなそこの制度、園の制度がどう
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あるかは知らないわけだし、あんまり関係ないわけだし、物価高騰、あるいは給食の

原材料費で苦しい影響を受けとるのは同じなわけなんで、そこら辺の制度設計は安芸

郡４町なり市なりともよくよく協議いただいてですね、不公平感のないようにさらに

研究いただきたいなと。それを含めて要望いうことになるかもしれませんけども意見

として言っておきます。 

○議長（梶川三樹夫君） では要望ということで。 

  ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、１１ページで質疑ございますか。 

  １０番西議員。 

○１０番（西 友幸君） すいません、ここでですね、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業いうことで、今多分、高齢者の方と幾らか第６回目のコロナワクチン

の接種の券が行ってると思うんですよね。現段階でコロナワクチン、第５類に落ちま

してインフルエンザと同程度ということになりましたけど、接種量は第６回目が幾ら

ぐらいなのか。 

  それと、財務部長の答弁から、コロナワクチンの費用名目でいろんなことに使われ

てます。それがコロナワクチンに該当するんかどうか、事業として、もう一つ疑問に

思えるところはあるんですが、使えることは便利なんですが、そこら辺のこともひと

つお願いしたい、この２点をお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  健康推進課長。 

○健康推進課長（平岡直美君） 健康推進課長です。 

  西議員さんの最初の御質問です。 

  接種率につきましては、府中町の場合、６月１８日現在で、年齢等関係なしに

６５歳以上の方、医療従事者等の方、基礎疾患ある方全て含めて１２．４％です。

６５歳以上の方の接種率については府中町の方が４４．８７％です。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） もう一つは。これは交付金の使い方の件です。  

  財務部次長。 

○財務部次長兼財政課長（中本孝弘君） 財務部次長兼財政課長です。  
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  今、１１ページにある新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、ここに当た

っている国庫支出金というのがですね、歳入のほうのページでいいますと、６ページ

にあります新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金、それと中段にあります新

型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、この２つがこの事業に対して

充当しているものです。 

  同じ歳入の財務部長が説明した中での、いわゆるコロナ交付金というのは、先ほど

の給食に充てられていたり、高齢者福祉施設に充当しているもので、一緒くたではな

い交付金となっておりまして、接種対策費負担金というのが、接種そのものに対する

委託料に対する充当ということになっておりまして、それから中段の接種体制確保事

業費補助金というのは、その接種以外の運営費ですとか、そういったものに、人件費

ですとかそういったものに係る負担金として、国のほうから１０分の１０が出ている

ものです。 

  説明は以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） １１番です。 

  ちょっと何点かお伺いしたいんですが、１つが集団接種会場の運営委託料というこ

とで、１，１００万円程度計上されているんですけど、今回秋接種については集団接

種はどういう想定をしているのか、場所とか期間とかいうのを想定されて予算化され

てると思うんで、集団接種をどの程度想定するかいうのを教えていただきたいという

ことと、その一番下に広島県新型コロナウイルスワクチンコールセンターの負担金と、

それとその次のページの個別接種促進支援金というのが、従前のワクチンの接種体制

の事業では計上されてなかったと思うんですが、新たな経費が必要になってきた内容

をですね、教えていただきたいということです。お願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  健康推進課長。 

○健康推進課長（平岡直美君） 健康推進課長です。 

  秋開始の集団接種についてですが、場所としましては春開始と同じように福寿館を

考えております。期間につきましては、９月から開始ということで、日程等について
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はただいま調整しております。 

  ２つ目のコールセンター、広島県新型コロナウイルスワクチンコールセンターの負

担金ですが、もともとこのコールセンターは広島県が新型コロナウイルスワクチンコ

ールセンターとしてワクチン接種の不安や疑問などを相談できるように以前から開設

されていたものです。広島県がコロナウイルスワクチンに関する専門相談を行うため

のものですが、市町のワクチン接種に関する一般的な質問であれば、こちらのコール

センターに住民の方が電話された際に府中町の方であれば府中町の接種会場とか接種

券に関することなども分かる範囲でお答えいただいていたものになります。そのため

に広島県の各市町でこの事業に対する負担金を広島県に支払っているものになります。 

  続いて、個別接種促進支援金についてです。  

  この個別接種促進支援金は、これまで広島県が実施主体として新型コロナワクチン

個別接種促進のための支援事業を行ってきましたが、今年度は国の要綱である新型コ

ロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱に基づき、令和５年５月１日接種分

から府中町が主体となり、府中町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業とし

て支援を行うことになりました。 

  個別接種促進の支援の内容として、対象期間中に週１００回以上の接種を４週以上

を実施し、該当する週のうち、少なくとも１日は時間外、夜間または休日に接種を行

われた診療所に対して、週１００回以上の接種を行った週の回数分に２，０００円を

乗じて得た額を支援金として交付するものになります。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） ちょっと県のコールセンターの負担金というのがもう一つ。

以前からあるという説明だったんですけどもう一つ内容が分からないんですが、ただ

説明の内容じゃ、負担金より委託料みたいなところなんですかね。  

  それとあと町のコールセンターとの役割分担というのか、その辺がはっきりして要

は結構全国的にもコールセンターで、マスコミ報道によると水増し請求みたいなこと

が報道されていたりしますよね。その辺しっかりコールセンターの事業の内容とか実

績とかいうのを確認の上、予算執行していただきたいというのを要望したいと思いま

す。 
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  それと、もう一つの個別接種の促進支援金いうことで、これ県のホームページもあ

ったんですけど、従前は県が支払っていたのを、今年度からは、市町から支払うとい

うことで、財源としては同じコロナの国のお金なんで、県が払おうが町が払おうが制

度的には同じもんでなんでしょうが、何で町のほうへ移行したというのがちょっと分

からないんですが、しっかり医療機関の支援をですね、いただいて円滑な個別接種が

進むよう協力していただきたいということで、要望しておきます。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 続いて１２ページ。消防費、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） じゃあ１３ページ、教育費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 続いて１４ページ質疑ございますか。 

  ４番狩野議員。 

○４番（狩野雄二君） ４番狩野です。 

  一番下、１４ページですね、中学校給食食材費調達事業賄い材料費ですか、これが

１人当たり２２円っていう説明がございました。その前のページで小学校の場合は

２０円と記憶してるんですけど、この２円の差っていうのは、やはり摂取カロリーの

違いから来たものなのか、その２円の違いっていうのは、どこから来たものなんでし

ょうか、よろしくお願いします。  

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  学校教育課長。 

○学校教育課長（立花淑子君） 学校教育課長です。 

  小学校のほうが１人当たり２０円、中学校が１人当たり２２円ということですが、

この２円の差というのが、それぞれ給食の中には主食という牛乳と副食という３つに

分けてあります。主食についてはもともとの給食費が、小学校は２８０円、中学校は

３１０円になっております。主食の内訳については、小学校では２．３円、中学校で

は２．５円を考えております。それが実質値上がった金額というふうに捉えておりま

す。牛乳については、同じ牛乳ですので上昇が５．９円ということで、実質５．９円
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を両方で上げております。残りが副食ということで、おかずになるんですけれども、

こちらのほうが消費者物価指数というところで捉えておりまして、その上昇率を給食

費から主食と牛乳を引いたものに、物価上昇率を掛けたもので計算しておりますので、

この２円の差、中学校のほうが多くなっているというところです。  

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、続いて歳入について質疑を行います。 

  少し戻って６ページと７ページの歳入について、一括で質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ続いて３ページ、第２表、地方債補正で質疑ござい

ますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、以上をもって質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決

定いたしました。   

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第６、第２８号議案、府中町職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部改正についてを議題に供します。 

  本案について、理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 第２８号議案 令和５年６月２３日提出。 

  府中町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について。 
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  府中町職員の特殊勤務手当に関する条例（平成２年条例第２３号）の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症に対処するための作業に従事

した職員に対し支給していた特殊勤務手当の規定を廃止するため、条例の一部を改正

するものであります。 

  補足説明は総務企画部長が行います。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（増田康洋君） 総務企画部長です。 

  第２８号議案、府中町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてに関し、

補足して説明いたします。 

  第２８号議案参考資料をお願いいたします。 

  １、改正の趣旨です。 

  新型コロナウイルス感染症、以下、コロナと申します、に対処するための作業に従

事した職員に対し支給していた特殊勤務手当の規定を廃止するため、条例の一部を改

正するものです。 

  ２、改正事項の概要です。  

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における、コロナが５類

感染症に移行されたことに伴い、当該感染症に対処するための作業に従事した職員に

対し支給していた特殊勤務手当の規定を廃止いたします。 

  令和２年２月１日以降、感染者等に接する作業、病原体に汚染された場所や物件の

消毒等を行う作業、感染者等を病院や宿泊施設へ移送する作業など、職員がコロナか

ら町民等の生命及び健康を保護するため、緊急に行われた措置に係る作業に従事した

場合、消防職員に対し、１日につき４，０００円を基本に支給してきました。  

  令和５年５月８日以降、コロナが５類感染症に移行したことにつきましては、皆様

御承知のとおりでございますが、コロナが法的に特別な取扱いではなくなったことか

ら、当該規定を廃止するものです。 

  なお、実務につきましては規則で定めることとしておりますが、規則における規定

は既に廃止しており、実際の支給は現在行っていないところです。 
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  ３、施行期日は公布の日です。  

  補足説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） ただいまの説明に対し、質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、以上をもって質疑を終わります。  

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決

定いたしました。   

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第７、第２９号議案、府中町税条例の一部改正について

を議題に供します。 

  本案について、理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 第２９号議案 令和５年６月２３日提出。 

  府中町税条例の一部改正について。 

  府中町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の

一部を改正するものであります。 

  補足説明は財務部長が行います。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  財務部長。 

○財務部長（胡子幸穂君） 財務部長です。 

  府中町税条例の一部改正について補足して説明します。 
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  第２９号議案参考資料を御覧ください。 

  １、改正の趣旨です。 

  地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、府中町税条例の一部を改正するも

のです。 

  ２、改正事項の概要です。 

  町民税関係と軽自動車税関係の改正があります。 

  （１）と（２）は町民税関係の改正です。  

  （１）令和６年度から個人の町民税と併せて森林環境税（年額１，０００円）が賦

課徴収されることに伴う所要の改正を行うものです。 

  個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成２６年度から令

和５年度までの１０年間、臨時的に年額１，０００円が引き上げられ、賦課徴収され

ておりましたが、この臨時的措置は終了し、令和６年度より新たに森林環境税が導入

されます。森林環境税は国税ですが、個人町県民税均等割の枠組みを用いて、１人年

額１，０００円を町が賦課徴収するものです。  

  （２）給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項が、

その年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、

その異動がない旨の記載によることができることとしているものです。  

  次に、（３）と（４）は、軽自動車税関係の改正です。 

  （３）道路運送車両の保安基準の改正により特定小型原動機付自転車が追加された

ため、軽自動車税種別割の車両の区分についても、特定小型原動機付自転車を追加す

るなど、所要の改正を行うものです。 

  特定小型原動機付自転車とは、いわゆる電動キックボードです。令和５年７月１日

から、一定条件を備えた電動キックボード等について、新たな交通ルールが適用され

ることとなりました。これまで電動キックボードは原則、原付バイクなどと同様の分

類とされていましたが、新たに特定小型原動機付自転車という分類が新設され、自転

車とほぼ同様の交通ルールが適用されることとなります。主なルールとしては原則と

して車道を通行すること、ヘルメットの着用は努力義務とすること、運転免許は不要

ですが、１６歳未満の運転は禁止であることなどがあります。また、当然に飲酒運転

も禁止されています。この特定小型原動機付自転車に該当するための基準としては、

主なものとしては、最高速度が時速２０キロ以下に設定されていること、車体に最高
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速度を表示する緑色のランプが備えられていること、車体の大きさは長さ１９０セン

チ以下、幅６０センチ以下であることなどがあり、ナンバープレートの取得や、ライ

トやミラーの装備も必要となります。なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税種

別割の金額は、原付バイクと同額の２，０００円です。 

  （４）軽自動車に係る環境性能割及び種別割について、当該税額に不足が生じた原

因が自動車メーカーの不正行為に起因している場合は、当該者を納税義務者とみなし

て、不足額を徴収する際に加算金を設けています。その割合を現行の１００分の

１０から１００分の３５とするものです。 

  （５）法改正に伴い規定を整理します。 

  ３、施行期日です。 

  ２の（５）は公布の日です。２の（３）は、令和５年７月１日、２の（１）及び

（４）は、令和６年１月１日で、経過措置として、いずれも施行日以後の各税目につ

いて適用し、施行日前までの各税目については、なお従前の例によるものとします。  

  ２の（２）は、令和７年１月１日で、経過措置として施行日以後に支払いを受ける

べき給与について提出する申告書について適用し、施行日以前に提出した申告書につ

いては、なお従前の例によるものとします。 

  補足説明は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） ただいまの説明に対し、質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、以上をもって質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決

定いたしました。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（梶川三樹夫君） 日程第８、第３０号議案、府中町老人ホーム入所判定委員会

設置条例の制定についてを議題に供します。 

  本案について、理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 第３０号議案 令和５年６月２３日提出。 

  府中町老人ホーム入所判定委員会設置条例の制定について。 

  府中町老人ホーム入所判定委員会設置条例を次のように定める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、老人福祉法第１１条第１項に規定する措置の要否の判定

を行うために設置する府中町老人ホーム入所判定委員会の組織及び運営に関し必要な

事項を定めるため、条例を制定するものでございます。 

  補足説明は福祉保健部長が行います。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 福祉保健部長です。 

  府中町老人ホーム入所判定委員会設置条例の制定について補足して説明いたします。 

  第３０号議案参考資料を御覧ください。 

  １、制定の趣旨です。 

  老人福祉法第１１条第１項に規定する措置の要否の判定を行うために設置する府中

町老人ホーム入所判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、条例を

制定するものです。 

  従前、入所判定委員会の設置を要綱で定めておりましたが、当該委員会については、

自治法上の附属機関として整理し、今般、条例として位置づけるものです。  

  この入所判定委員会は、環境上の理由及び経済的理由により居宅での養護が困難な

６５歳以上の者について、養護老人ホーム等への入所等に関し、行政が必要性を判断

し、処遇を決定するものであり、一般的な介護福祉施設への入所申込みとは異なるも

のです。 

  なお、近年の措置実績は、令和２年度３人、令和３年度２人、令和４年度１人とな

っております。 

  ２、制定事項の概要です。 
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  （１）委員会は、町の諮問に応じ、ア、法第１１条第１項に規定する入所処置の要

否に関すること。及びイ、その他福祉事務所長が必要と認める事項に関することにつ

いて、検討及び判定し、その結果を答申します。 

  （２）委員は、ア、府中町医師会所属の医師、イ、老人福祉施設の職員、ウ、府中

町包括支援センターの職員、エ、府中町職員のうちから町長が委嘱し、または任命し

ます。 

  （３）委員の任期は、２年とします。 

  ３、施行期日は、公布の日です。  

  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） ただいまの説明に対し、質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  ６番田中議員。 

○６番（田中伸武君） さっきのこれまで３年間の実績を説明いただきましたけども、

令和２年３人、令和３年２人、令和４年１人これは実際に判定にかかった人あるいは

判定にかかって入所が措置された人、あるいは判定で入所は駄目だった人がいるのか

どうか、それぞれどの人数なのか教えてください。  

○議長（梶川三樹夫君） 高齢介護課長兼職次長。 

○福祉保健部次長兼高齢介護課長（藤永美香君） 高齢介護課長兼職次長です。ただい

まの御質問にお答えいたします。  

  令和２年から４年につきまして、それぞれ今部長のほうからの説明があったところ

なんですが、いずれも皆さん審査にかけられまして、入所措置がされておられます。

経済的な理由の方がほぼほぼでございまして、環境上の理由により１名ほど別の理由

で措置をされたところでございます。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） ほかにございますか。 

  １１番寺尾議員 

○１１番（寺尾光司君） 先ほども説明もありましたが、これ従来は要綱で設置して要

綱で判定を、措置をする委員会を設置してたんですけど、これをあえて内容的には変

わってないと思うんですけど、これを条例設置、附属機関としてしなければならない

という判断をされて今回上程されたと思うんですけど、どうして今回この時期に出さ
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れたかという状況を教えてほしいということと、それ以外にも様々な要綱設置する委

員会があると思うんですけど、附属機関に該当するおそれのある要綱設置している委

員会、ほかにはあるかどうかいうのは、検証されているのかどうかいうのをお聞きし

たいのが２点目。 

  それと最後に養護老人ホームなんですけど、３年間の判定状況は説明があったんで

すけど、現在、府中町からそういう養護老人ホームをお願いしている方の人数という

のは何人になっているのか。 

  それで養護老人ホームというのは私の認識でいえば、町内はチェリーゴードだけだ

と思うんですけど、そのチェリーゴードだけで対応ができてるかどうかいうのをちょ

っと教えていただきたい。 

○議長（梶川三樹夫君） 高齢介護課長兼職次長。 

○福祉保健部次長兼高齢介護課長（藤永美香君）  高齢介護課長兼職次長です。  

  ただいまの御質問の１番目と３番目にお答えしたいと思います。  

  まず１番目なんですけれども、なぜこの時期に条例の制定に至ったかということで

ございますが、当該委員の委員会の委員の新しい任期となる令和５年４月から令和

７年３月の２年間について、令和５年度以降につきまして、昨年の９月に府中町の附

属機関の設置条例が制定されたことも鑑みまして、老人福祉法に係る入所措置の判定

は、一時的な設置される委員会ではなく、常態的に設置を必要とする委員会で審議さ

れること、それから構成する委員が町の職員のみでなく、外部委員を含むこと、それ

から附属機関としての判断ですが、審査結果等を出して、その判断が町の判断を拘束

することなどから、今般条例として整理したものでございます。 

  それから３番目の御質問についてなんですけれども、従来は養護の老人ホームで、

措置をされた方が体調等により、当然、特別養護老人ホームに移られたりしておりま

す関係上、従来からの人数というところについては流動的でございますので、把握は

できておりませんが、入所措置に関しましては措置費というものが公費のほうで出て

おりますので、その公費につきまして対象となる方については現在８名いらっしゃる

ということでございます。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） 総務課長。 

○総務課長（宮脇理恵君） 総務課長です。 
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  寺尾議員の２点目の御質問でございますけれども、附属機関について、法令に定め

がないものにつきましては、府中町の条例で定めているところでございます。例えば

府中町都市計画審議会条例ですとか、府中町子ども・子育て会議設置条例といったよ

うに条例で定めているところでございますけれども、今回同様に常設の附属機関でほ

かに条例化していないものがあるのではないかという御質問でございますけれども、

今回同様全くないとは言い切れないというふうに考えてございます。調査を進めまし

て、不適切事案を確認した場合には今回同様条例化ですとか、当該機関の廃止など適

正化に向けて個別具体的に対応してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） 高齢介護課長兼職次長。 

○福祉保健部次長兼高齢介護課長（藤永美香君） 高齢介護課長兼職次長です。  

  先ほどの説明が足りませんでしたので、チェリーゴードで足りているかどうかとい

う御質問についてなんですが、先ほど申しましたように、養護から特養に変わる方も

当然いらっしゃる中で、老人福祉法の１１条の１項には３つほど規定がございます。

原則は当該市町村に設置する養護老人ホームに措置ということが大原則なんですが、

そのほかにも同じような理由で介護保険法で困難な方についての措置につきましては、

当該市町村の設置する特別養護老人ホーム、もしくは当該自治体以外の設置する同等

の施設等に措置することも可能となっております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） ほかになければ、以上をもって質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決

定いたしました。 



- 44 - 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第９、第３１号議案、府中町火災予防条例の一部改正に

ついてを議題に供します。 

  本案について、理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 第３１号議案 令和５年６月２３日提出。 

  府中町火災予防条例の一部改正について。 

  府中町火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管

理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一

部を改正する省令の施行等に伴いまして、条例の一部を改正するものでございます。 

  補足説明は消防長が行います。よろしくお願いします。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  消防長。 

○消防長（新宅和彦君） 消防長です。 

  府中町火災予防条例の一部改正について、補足説明させていただきます。 

  第３１号議案参考資料を御覧ください。 

  １の改正の趣旨です。 

  消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の

取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の施行等

に伴い、府中町火災予防条例の一部を改正するものです。 

  ２、改正事項の概要です。  

  （１）は、省令の改正に伴う改正です。 

  国の基準に従い、町が条例で定める対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する

基準を改正するものです。 

  ア、急速充電設備に係る規定を見直します。  

  急速充電設備とは、電気自動車等にコネクターを用いて充電する設備と定義しまし

た。また、今後、自動車や原動機付自転車以外のものを充電対象とする急速充電設備
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の普及が想定されますので、充電対象を電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、

船舶、航空機、その他これらに類するものと明記します。また、大型の電動バスや電

動トラックの普及拡大に向けて、総務省消防庁で行われた検討会において、従来は変

電設備として規制対象であった全出力が２００キロワットを超える高出力の設備につ

いて、新たな火災危険は確認されなかったため、これまでの上限２００キロワットを

見直し、全出力が２００キロワットを超えるものも急速充電設備として規制の対象と

します。 

  イ、分離型の急速充電設備に係る取扱い。  

  急速充電設備のうち、変圧機能を有する本体と充電ポストで構成されるものを新た

に分離型の急速充電設備として規定しました。充電ポストとは、単にコネクターと充

電ケーブルを収納する設備で、変圧等の機能を有しないことから出火危険が低いもの

と想定されるため、屋外における建築物からの離隔距離の基準及び筐体の材質を不燃

材料の金属製とする基準は適用しないこととしました。なお、コネクターと充電ケー

ブルを収納する以外の機能とし、蓄電池を内蔵することが想定され、蓄電池により出

火危険が増加するおそれがありますので、保安のために設けるものを除き、充電ポス

トに蓄電池は内蔵してはならないこととしました。なお、保安のために設けるとは、

停電時等に、電気自動車等とコネクターの接続部分の制御を行うものなど、整備の安

全装置を維持するために設ける蓄電池が該当します。 

  また、分離型の急速充電設備では、本体とポストが離れた位置に設置されることが

想定されるため、手動緊急停止装置は、利用者が異常を認めたとき、速やかに操作で

きる箇所に設けることとしました。 

  （２）は、健康増進法の改正に伴う改正です。  

  健康増進法の改正により、火災予防条例と重複する標識の設置が必要となる状況に

対応するため、喫煙等に関する規定を見直します。 

  ア、喫煙所に設置する喫煙所という標識について、健康増進法に規定する喫煙専用

室標識が設置されている場合は、火災予防条例による標識と重複するため、火災予防

条例による標識は設置しなくてもよいものとしました。 

  イ、禁煙、火気厳禁または、喫煙所と表示した標識と併せて設ける図記号は、国際

標準化機構が定めた規格または日本産業規格に適合するものとし、同趣旨の図記号を

示した別表第７を削除します。 
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  ３、施行期日です。 

  施行期日は公布の日からとしています。ただし２（１）は、令和５年１０月１日か

らとします。 

  ４の経過措置です。 

  （１）の省令の改正に伴う改正、（２）の健康増進法の改正に伴う改正において、

現に設置され、または設置工事がされている急速充電設備及び標識に併せて設置され

る図記号に係る基準の適用については、なお従前の例によるものとしています。 

  補足説明は以上ですよろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） 皆さんどうですかね。もう少しなんで最後まで行こうかなと

いう思いもあったんですけども。 

発言する者あり 

○議長（梶川三樹夫君） 皆さん、どうでしょう。時間は。このまま行ったほうがいい

と思う人はどのぐらい。では人数が多いので、このまま行かしていただきます。 

  ただいまの説明に対し、質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、以上をもって質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決

定いたしました。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（梶川三樹夫君） 日程第１０、第３２号議案、工事請負契約の締結についてを

議題に供します。 

  本案について、理事者の説明を求めます。 

  町長。 
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○町長（佐藤信治君） 第３２号議案 令和５年６月２３日提出。 

  工事請負契約の締結について。 

  次の工事の契約を締結することについて、議会の議決に附すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２５号）第２条の規定により議会の議決

を求める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、地方自治法第９６条第１項第５号に規定する条例で定め

る契約を締結するためでございます。 

  補足説明は建設部長が行います。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 建設部長です。 

  第３２号議案、工事請負契約の締結について補足して説明します。  

  第３２号議案参考資料を御覧ください。 

  工事名は、歴史民俗資料館解体工事。工事場所は、府中町本町二丁目１４番１号で

す。契約金額は、５，４８９万円。契約相手方は、広島県廿日市市木材港北５番

２０号、株式会社シンテツです。仮契約日は、令和５年５月１日。工期は、議会の議

決のあった日の翌日から令和６年３月２９日までとしております。 

  工事概要について説明いたします。 

  Ａ３の第３２－１号議案参考資料、工事概要説明書を御覧ください。 

  左上に記載しております工事概要のとおり、本工事は昭和２９年度に建設された鉄

筋コンクリート３階建て、延べ面積約１，１５０平方メートルの建物解体を行うもの

でございます。 

  河川沿いでの解体工事となりますので、河川管理者である広島県との協議の結果、

出水期の１０月２０日までは内外装や設備の撤去にとどめ、重機を用いた本格的な軀

体解体はそれ以降に行うこととなります。 

  なお、入札結果表については、財務会計システムの更新に伴い、広島県市町村共同

利用電子入札システムから出力される様式に変更しております。主な変更点は、業者

の表示順で、旧様式では、五十音順で表示しておりましたが、新様式では落札業者を

先頭に有効な入札をした業者の入札金額の低い順に記載し、次に辞退した業者の順と
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なっております。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） ただいまの説明に対し、質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  ４番狩野議員。 

○４番（狩野雄二君） 参考資料の右下にフロー図が書いてあるんですけど、ステップ

１からステップ３で、最終的に埋め戻し、矢板撤去で傾斜がついたような状況になっ

てるんですけど、土砂の流出とか、その辺が懸念されるんですけど、その辺っていう

のは十分考慮されての工事になっているのかというのを確認させてください。お願い

します。 

○議長（梶川三樹夫君） 建築課長。 

○建築課長（原田 司君） 建築課長です。 

  このステップの絵なんですけれども、これは建築課のほうでやる工事であって、取

壊しが終わる時期を見計らって、下水道課のほうで護岸の復旧をさせていただきます。

ですからこの土砂で埋め戻した部分については、後からブロック積みを建設して、こ

ういう堤体の形に復旧して終わりというようなことになっております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  ２番宮本議員。 

○２番（宮本 彰君） ２番宮本です。 

  先ほど説明がありました１０月２０日までに内装のほうをやるとかっていう話なん

ですけど、これはステップ１が１０月２０日までで、ステップ２が１０月２１日から

っていう認識でよろしいでしょうか。 

  それと、このステップ２から１階の部分の解体とか入ってくるんですけども、府中

公民館前の道路の通行止めとかっていうこともあるのかどうか、その辺を教えてくだ

さい。 

○議長（梶川三樹夫君） 建築課長。 

○建築課長（原田 司君） 建築課長です。 

  １０月２０日までというのは出水期、要するに台風のシーズンが終わった後までは、

護岸の管理道を塞いでもらっては困るということで、台風の時期が過ぎるまでは中の
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解体いうことで考えております。それがステップ１の部分です。ですからその出水期

が過ぎた後は、上から壊していって１階部分を残して矢板を打って、最終的に１階部

分の軀体を解体するということでございます。  

  解体のときには、裏の町道使うようになると思うんですけれども、持ってくる機械

の状況によって、当然片側交互通行というようなことはあると思うんですけれども、

そこの部分については、その工事時期に検討し、周知していって、作業のほうは進め

ていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） よろしいですか。 

  ６番田中議員。 

○６番（田中伸武君） この工事の最終的な埋め戻しの後どうなるところまで発注して

るんかということをお聞きしたいんです。さっきの護岸の復旧工事いうのはこの解体

工事とは別に、下水道課でこの後に発注して護岸、別工事として発注するということ

なんですか。それとも今回の中でこの護岸工事があるのかどうかと。 

  それとその護岸とは別に、てっぺん側ですよね、今役場が建ってる上っ面のところ

は花壇のような修景のようなことをした埋め戻しがあるのかどうか。ここは府中小学

校のグラウンド前の土手のようにかなり視界が開けるとみんなが通り道にもなるし、

公衛協なんか花壇やりたいだろうなと思うわけで、非常に町の目立つ位置なんでそこ

ら辺の修景はどこまでを想定しているのか、護岸との工事との関係について教えてく

ださい。 

○議長（梶川三樹夫君） 建築課長。 

○建築課長（原田 司君） 建築課長です。 

  工事部分についてお話をしたいと思います。 

  今のところ解体が終わるめどを見ながら、下水道課のほうで工事を発注しまして、

解体の工事が終わるまでには、護岸の復旧をする業者を決定しておきたいということ

で調整を図っております。 

  今のところ護岸復旧した後については、今のところは平地で考えております。工事

は護岸、ブロック積みをついて、表面を平地で埋め戻した状態で終わるという予定で

考えております。 

  以上です。 
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○議長（梶川三樹夫君） ６番田中議員。 

○６番（田中伸武君） だから特に修景だとかですね、ある程度美化的な要素にするそ

ういう埋め戻しは考えてないということでいいですか。  

○議長（梶川三樹夫君） 建築課長。 

○建築課長（原田 司君） 建築課長です。 

  今のところは、ちょっとこれ、跡地利用の話にもなってくるんですけれども、構造

物等は造らずに、真砂で埋め戻した状態で終えるという計画でおります。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） ちょっと跡地の話もあるんですけど、その前に解体の範囲で

すよね、軀体は全部壊すいうことですが、気になるのは植樹というか木がありますよ

ね。木をどこまで伐採するのかどうかいうこと。特に元の企画部いうたら分かるかあ

れですけど、公民館で菜園をしている場所、ちょうど時計店の前のほうですけど、そ

の辺の整理はされるんかどうかということと、あとその下に公民館の駐輪場がありま

すよね。かなり老朽化しているし、喫煙所にもなってる部分があるんですけど、この

部分の整備は行われるのかどうか、それと県といろいろ協議されて進めてこられたと

いうことなんで、これ教育委員会のほうになるかもしれないんですけど、それ以外の

部分、全体の跡地利用ですよね、この部分についてどこまで話がいってるのかどうか

いうのも教えていただきたい。  

  分団の詰所を解体した後は更地にしてそのまま県に返したと聞いてるんですけど、

そういった同じようなことをされるのかどうか、それとも町として借りて公園として

整備するのかどうか、その辺教えていただきたい。 

  それと、先ほど説明の中で護岸という話があったんですけど、河川側じゃなくて府

中公民館側のブロック積みも、護岸という表現をされるということなんか。それと、

これは実際の高さでいえば、裏側の町道と、ブロック積みされるんかどうか分かりま

せんが平地になる場の高低差がどのくらいあるのかいうのも教えていただきたい。  

○議長（梶川三樹夫君） 建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 建設部長です。 

  今回発注させていただきますのは歴史民俗資料館の解体工事ということで、現在の

榎川の河川敷を占用して、昭和２９年度に建設されております。今回撤去後の考え方
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ですけども、まず右岸側に現在の歴史民俗資料館がございます。護岸というのは、河

川でいうところの水があるところと堤体と言われる川の水を守るための土留めがある

とこまでをいいます。詳しく言うともっと詳しくなるんで、分かりやすく言うと、い

わゆる河川敷の中に構造物があってはならないと。で、この構造物を撤去する際に、

現在建っている建物と下の駐車場を全て撤去する。その際に、河川敷を守るための堤

体を改めて整備する必要がある。この基準は広島県から既に示していただいておりま

す。その工事については先ほど説明がありましたように、解体工事が終わると同時に

施工に入れるように準備をいたします。 

  それから、跡地利用についてですが、基本的には、榎川の河川改修が残っておりま

す。現在の役場前、それからくすのきプラザがある前、現在広島県のほうで、年間

５，０００万円から８，０００万円の間で、工事のほうやっていただいておりますけ

ども、考え方とすれば府中大川の合流地点から上流に向けて、１．４キロだったと思

うんですけど、申し訳ございません、その数字をちょっとはっきりしないんですけど

も歴史民俗資料館よりもさらに上流域まで河川改修の予定がある。その河川改修をす

る際には、府中町のほうで、その跡地利用について広島県としっかり協議はしてまい

ります。ただし、現在においては、御存じのように、府中町の公共的な建物だけじゃ

なく、民間の方の建物もございます。それについても広島県と調整を取りながら、そ

れらの建物がもし河川改修前に撤去がなされるのであれば、その跡地について協議を

進めていくことも１つの手ではないかというふうに考えますが、考え方としては、河

川改修後に、公共空地を活用していくと。府中大川沿いを同じように、公共空地を活

用していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） 建築課長。 

○建築課長（原田 司君） 建築課長です。 

  自転車置場の屋根の部分、この部分についても全て撤去いたします。浄化槽の跡が

残ってるということなのでその部分についても一部撤去して、アスファルト舗装で復

旧するということになっております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） 跡地利用なんですけど、河川改修後に協議するいうことです
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が、河川改修のめどがちょっといつまでというのが立ってないんで、それまでの暫定

利用はどう考えてるのかいうのをお答えください。 

  それと堤体の高低差ですね、高さを教えてほしいのと、あと樹木、どこまで切るの

か、それであそこの何か元の産業経済課というか、今広場みたいなとこにパーゴラが

ありますよね、あの辺もきれいに整備するのかどうかいうのをちょっと教えてくださ

い。 

○議長（梶川三樹夫君） 建築課長。 

○建築課長（原田 司君） 建築課長です。 

  今のパーゴラとか、上の構造物は全て取ることで考えております。 

  樹木なんですけれども、低木については根まで取ってしまう予定なんですが、高木

で護岸、今の川側ですね、これに近い高木については、ＧＬの部分で切って、護岸に

影響を与えてはいけないので、それを切るということで県とは話ができております。

ですから植樹等を全て撤去するというふうに考えていただきたいと思います。 

  それで、畑のところの話だと思うんですけれども、解体にはどうしてもそこを使う

ようになりますので、今は畑の機能としてはもう作らないでくださいという協議をさ

せていただいております。その後については、埋め戻した後その跡地利用の話になっ

てくるんですけれども、そこは今後、ということになると思います。  

  高低差は３メートル程度、図面の立面図があると思うんですけれども、ここに河川

側が１０．６５、それで道路側１３．６５というのが出ておりますね。３メートル程

度。ただ、道路自体が多少の勾配がありますので若干低くなってくる部分も出てくる

と考えております。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） 建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 建設部長です。 

  河川改修が行われるまでの間、暫定的にでも使えないかという御質問がありました。

現在の府中町の総合計画実施計画では、跡地利用についての整備計画は計上しており

ません。ただ、御存じのように３０年災のときに左岸側が崩落しました。崩落後復旧

はいたしましたが、右岸側については、影響がなかったため補強はいたしておりませ

ん。その影響もありまして、これははっきり広島県から聞いたわけではなく、技師と

して私の見解ですが、あくまでもそこを公共用地として開放する場合は、やはり転落
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防止が必ず要るというふうに私は考えます。その場合、河川敷の護岸側に転落防止を

つけるということになると、そこにコンクリートの支柱を打ち込むことになる。そう

なると護岸の崩落につながるつながるおそれがあるので、もし、公共用地の利用をす

る場合は、河川改修後に行うのが一番安全であるというふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） 僕の意見でいう跡地利用は町としてどう考えるかいうお話で

あって、ここは経済文化ゾーンに当たるのかな、そういった公民館の前のところで、

河川改修もすぐに始まるということじゃないと思うんで、公園的な利用をですね、緑

地的な利用をぜひ進めていっていただきたいんで、そういった検討もされてたんじゃ

ないかと思うんですが、以前設計のときに、それも含めて県と協議するような話があ

ったと思うんですが、その辺教育委員会サイドになるのか、企画サイドになるのか。

ちょっとそういう立案、今後どういう土地利用して考えるところでどういう検討され

ているか教えてほしい。逆にそれがないんなら、先ほどの話じゃないですけど、分団

の詰所のように、解体した後全て県に返すということになるのか、それを想定してる

のかどうか、その辺はっきり町としてのスタンスを教えていただきたいです。 

○議長（梶川三樹夫君） 建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 建設部長です。 

  当該地区は歴史文化ゾーンとして位置づけております。その中で議員御指摘の河川

敷の有効活用ということで、第３次総合計画から第４次総合計画に継承しております。

その中で、第４次総合計画策定時に、私もこの河川敷の計画に携わっております。そ

の計画の中では、河川改修後の計画として扱っております。ですから、30年災以降、

府中町では府中町役場の下流側、府中大川の県の河川改修が終わっていますが、現在

も災害復旧のために盛土しているところがありますけど、あそこも府中町が広島県と

協議をして借りる予定としております。協議はしております。その際に、旧県道、現

在町道になっておりますけども、府中交番から歩道があって、新しく茂陰変電所線が

できたところまでで一部歩道が切れております。それを歩道をつなぐための新しい橋

を架けて、今の本町公園、文化橋、それから、歴史民俗資料館が現在ある位置、埃宮

まで続くいわゆる参道という位置づけを当時はしていたと思いますけど、そういうビ

ジョンを持ったということはあります。ただ、それは全て河川改修と同時に行うもの
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であり、河川改修前に行う計画とはしておりません。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） 計画はあると思うんですけど、今私が質問してるのは、暫定

的にどう利用するのかというのを質問をしているのであって、もしそういった暫定利

用がないなら県にそのまま返すのかという話をしてたんであって、ちょっと質問の答

えにはなってないと思うんですが。 

○議長（梶川三樹夫君） 建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 私の答弁がちょっと違ったのかも分かりませんが、河川改

修が終わるまでは暫定利用ができないと考えます。それは、先ほど申しましたように、

転落防止柵等の安全施設を設置する必要がありますし、先ほど述べましたけども、個

人の民地といいますか、河川敷でありますが、人の家の前を通るような形での利用と

いうのは私は難しいというふうに思っております。なので、河川改修後にそういう計

画を持ったというふうに私は引き継いでおります。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） 要は県で返すということを言いたいのかどうか、ちょっとそ

の辺ははっきりしないんですけど、ただ、ここは撤去した後に大きな平地になるんで

それで埃宮のちょうど真ん前でもありますし、そのまま空き地のまま放置しておくい

うことにはならないと思うんですよね。その辺歩道なり、遊歩道整備をしなさいとい

うことじゃなくて、今現在通行されてますので、そういった通行は確保するなり、あ

と転落防止の柵を造るなり、ある程度公共空地として暫定利用する必要があると思う

んですけど、この辺について、町長直接町長の考えを教えてください。 

○議長（梶川三樹夫君） 町長。 

○町長（佐藤信治君） 私のほうに質問が来ましたけれども、今建設部長が答弁した範

囲でしか今のところ計画も検討もない、それまでの状況を踏まえて答弁させていただ

いたということでございます。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） 先程私が申しました暫定撤去した後の空き地、これの利用に
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ついては全く町は考えないということですか。河川改修が済むまでは。だから、それ

については人が通ってるところとか転落しないように柵をするとかそういうのは県に

お願いするという立場になるということですかね。その辺正しく答えてほしいという

ことです。 

○議長（梶川三樹夫君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 建設部長です。 

  河川敷の管理の在り方について広島県と協議をいたしております。広島県は河川管

理道として管理するために、転落防止柵、あるいはガードレールの設置はしないとい

う考えを持っておられます。 

  以上です。 

○議長（梶川三樹夫君） １１番寺尾議員。 

○１１番（寺尾光司君） 現状ですね、ここ人が実際通ってるんですよ。それで町が撤

去した後に安全に通れるように、それは逆に町から県に要望すべきじゃないでしょう

かね。完全に封鎖されるということじゃないと思うんで、公共空地としてしっかり町

としても県に維持管理をお願いしていっていただきたいと思うし、また、町としてそ

んなに大きな予算がかかるというふうには思わないんですけど、空き地として空地と

して適正な維持管理にかかる費用については、当然負担していくべきだというふうに

思いますのでぜひ検討していっていただきたいと思います。 

○議長（梶川三樹夫君） じゃあ、今後の検討ということで、よろしくお願いします。  

  ２番宮本議員。 

○２番（宮本 彰君） 今、公民館で大きな催物があった場合にはですね、駐輪場に自

転車がもういっぱいになって、自転車とかバイクが増えてる状況なんですよね。道路

の反対側に今駐輪場があるんですけども、そこもいっぱいになっているというような

状況があるんで、跡地利用を検討していただきたいんですけども、今あの道路の入り

口から公民館までの間、多家神社なんかでお祭りがあった場合自転車とかバイクが物

すごい並んでですね、車が通れないような状況になることもあります。そういうこと

を考えて、ぜひ駐輪場をですね、センターの道路際にですね、造っていただきたいこ

とを要望いたします。 

  以上です。 



- 56 - 

○議長（梶川三樹夫君） ただいまの発言は議題外にわたっておりますので、要望等は、

今、質疑を行っていますので、よろしくお願いします。  

  ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、以上をもって質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決

定いたしました。   

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

○議長（梶川三樹夫君） 日程第１１、第３３号議案、工事請負契約の締結についてを

議題に供します。 

  本案について、理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 第３３号議案 令和５年６月２３日提出。 

  工事請負契約の締結について。 

  次の工事の契約を締結することについて、議会の議決に附すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２５号）第２条の規定により議会の議決

を求める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により条例で定

める契約を締結するためでございます。 

  補足説明は建設部長が行います。 

○議長（梶川三樹夫君） 補足説明。 

  建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 建設部長です。 
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  第３３号議案、工事請負契約の締結について補足して説明します。 

  第３３号議案参考資料を御覧ください。 

  工事名は、府中東小学校校舎・屋内運動場改修工事。工事場所は、府中町山田四丁

目４番１号、府中東小学校です。契約金額は１億５，４００万円。契約相手方は、広

島市西区竜王町５番１５号、宮本塗装工業株式会社です。仮契約日は、令和５年５月

１日。工期は、議会の議決があった日の翌日から令和６年３月２９日までとなってお

ります。 

  それでは、工事概要について説明いたします。 

  Ａ３の第３３－１号議案参考資料、工事概要説明書を御覧ください。 

  右上の配置図に、今回の工事対象範囲をグレーで表示しております。校舎３棟、管

理教室棟と特別教室棟、普通教室棟、さらに、屋内運動場、渡り廊下を対象としてお

ります。 

  本工事は、維持保全事業として、建物の長寿命化を図るための外壁改修等を行うも

ので、全ての建物の外壁改修を実施いたします。 

  また、普通教室と屋上と屋内運動場屋根については、防水改修を実施するとともに、

屋内運動場、アリーナについては、床改修も併せて行います。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（梶川三樹夫君） ただいまの説明に対し質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、以上をもって質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） なければ、お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決

定いたしました。   

  ここでお諮りいたします。 

  本日はこれをもって散会としたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梶川三樹夫君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会と

し、次回は６月２６日午前９時３０分から会議を開きます。御苦労さまでした。散会。 

（散会 午後 ０時３７分） 

 


